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自動車排出ガス対策計画に基づいて実施した措置 

 

 

 

１  事業所ごとの自動車の使用台数 

（令和 5 年 3 月 31 日現在） 

整理番号 1 2 3 4 合計 

事業所の名称 
高松市 

財産経営課 

高松市 

消防局 

高松市 

下水道部 

高松市 

病院局 
 

事業所の所在地 
高松市番町一

丁目 8 番 15 号 

高松市番町一

丁目 8 番 15 号 

高松市番町一

丁目 8 番 15 号 

高松市仏生山

町甲 847-1 
 

連絡先電話番号 
087-839 

-2255 

087-861 

-1550 

087-839 

-2765 

087-813 

-2181 
 

職員数 （人） 2,759 495 88 469 3,811 

使
用
台
数 

（
台
） 

① 普通貨物自動車 17 0 0 0 17 

② 小型貨物自動車 14 0 0 0 14 

③ 大型バス 

(定員 30 人以上) 
1 0 0 0 1 

④ マイクロバス 

(定員 11 人以上 30 人未満) 
10 0 0 1 11 

⑤ 乗用自動車 26 2 0 3 31 

⑥ 特種自動車 30 160 0 2 192 

合計台数 98 162 0 6 266 

      

 

自動車の使用に伴う二酸化炭素の年間排出量                                     （令和４年度） 

年間の燃料使用量 

ガソリン 軽油 都市ガス (ＣＮＧ)  ＬＰＧ 

（kL） 
台 
数 

（kL） 
台 
数 

（千㎥） 
台 
数 

（ｔ） 
台 
数 

1 高松市 財産経営課 17.75 43 71.30 48 24.81 7 0 0 

2 高松市 消防局 87.80 64 42.53 98 0 0 0 0 

3 高松市 下水道部 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 高松市 病院局 1.53 5 2.33 1 0 0 0 0 

合 計  [ａ] 107.08 112 116.16 147 24.81 7 0 0 

二酸化炭素排出係数 [ｂ] 2.322  t-CO2/kL 2.619  t-CO2/kL 2.080  t-CO2/千㎥ 3.000  t-CO2/t 

二酸化炭素排出量 [ａ×ｂ] 248.64 t-CO2  304.22 t-CO2  51.60 t-CO2  0t-CO2 

二酸化炭素排出量の合計 604.46 t-CO2 

計画の対象期間 平成 30 年 4 月 1 日～令和 5年 3月 31 日 

本報告の対象期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 
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２  低公害車等の導入実績 

自動車区分 
令和 3 年度末

時点の台数 

令和 4 年度 
令和 4 年度末

時点の台数 減少 

台数 

増加 

台数 

総自動車台数 

（低公害車等を含む） 
266 11   11 266 

低
公
害
車
等
の
台
数 

 ① 天然ガス自動車 7 0 0 7 

② 電気自動車 0 0 0 0 

③ ハイブリッド自動車 11 0 1 12 

④ エタノール自動車 0 0 0 0 

⑤ 低燃費かつ低排出ガス認定車 39 0 7 46 

⑥ その他の排出ガスの排出量が少ない自動車 

(平成 21 年基準 NOx・PM 10%低減) 

(超低ＰＭ排出ディーゼル車) 

（平成１２年基準排出ガス２５％低減レベルのもの） 

（平成１２年基準排出ガス５０％低減レベルのもの） 

 

２ 

7 

18 

1 

 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 

2 

7 

18 

1 

合計 （①～⑥） 8５ 0 8 93 

排出ガス低減装置装着車の台数 0 0 0 0 

≪参考≫ 

軽自動車（二輪除く）の台数 

【増加車両は低公害車等とする】 

335 7 1 329 
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３  自動車の使用抑制、並びに適正な整備及び運転の実施に係る事項 

 

 

項  目 計    画 実    績 

自動車の使用抑制  Ｅ－ｍａｉｌ、メール便の活用に

より、市内部機関内での公用車の

使用頻度削減に努める。 

 近距離の移動は、徒歩、自転車及

び原動機付自動二輪を利用する。 

 Ｅ－ｍａｉｌ、メール便の活用や

近距離移動の際の公用自転車利用

等について、取り組むべき項目と

して職員に周知している。 

自動車の適正な整備  タイヤ空気圧の調整、排気ガスの

排出状況の点検等の始業前の定期

的な整備を行う。 

 管理責任者を設置し、運転日報を

チェックすることにより、点検整

備の実施を徹底する。 

 運転前後の日常点検の職員への周

知や、運転日報のチェックにより、

点検整備を実施している。 

 

自動車の適正な運転  駐車及び長時間の停車時にエンジ

ンを切るアイドリングストップを

励行する。 

 不要な荷物の積載禁止や急発進・

急加速の禁止などにより、経済運

転に努める。 

 行先や収集コースを検討し、相乗

りの励行や最短距離運行などによ

り、効率的な運行に努める。 

 左記のアイドリングストップ、経

済運転、効率的な運行について、

取り組むべき項目として職員に周

知している。 

 

 


